
 
 
 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
専
決
代
決
規
程 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
程
第
一
号
） 

改
正 

平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
規
程
第
四
号 

 
 

平
成
一
九
年
六
月
二
八
日
規
程
第
六
号 

 
 

平
成
二
〇
年
三
月
二
七
日
規
程
第
三
号  

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
広
域
連
合
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
、
専
決
及
び
代
決
に
関
し
必
要
な
事
項
を 

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

決
裁 

広
域
連
合
長
が
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
意
思
決
定
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

二 

専
決 

広
域
連
合
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
常
時
広
域
連
合
長
に
代
わ
っ
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

三 

代
決 

広
域
連
合
長
及
び
専
決
権
限
を
有
す
る
者
が
不
在
の
と
き
に
、
一
時
そ
の
者
に
代
わ
っ
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

（
広
域
連
合
長
の
決
裁
事
項
） 

第
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
決
裁
す
る
。 

 

一 

広
域
連
合
の
総
合
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
一
般
方
針
の
確
立
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

重
要
な
事
業
の
計
画
又
は
実
施
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

予
算
の
編
成
及
び
運
営
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 
 

四 

議
会
の
招
集
、
議
案
等
の
提
出
そ
の
他
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 



 

五 

条
例
、
規
則
及
び
規
程
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。 

 
六 

重
要
な
請
願
及
び
陳
情
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 
重
要
な
異
議
の
申
立
て
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 
重
要
な
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

重
要
な
儀
式
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

職
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
賠
償
、
配
置
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
委
嘱
又
は
任
命
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

行
政
組
織
、
事
務
の
配
分
及
び
職
員
定
数
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
の
旅
行
命
令
並
び
に
職
員
の
外
国
旅
行
命
令
並
び
に
こ
れ
ら
の
復
命
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

そ
の
他
特
に
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
事
務
局
長
及
び
課
長
の
専
決
事
項
） 

第
四
条 

事
務
局
長
及
び
課
長
の
専
決
事
項
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
専
決
の
制
限
） 

第
五
条  

こ
の
規
程
に
定
め
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
特
命
事
項
、
重
要
若
し
く
は
異
例
と
認
め
ら
れ
る
事
項
又
は
疑
義
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、 

上
司
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
代
決
） 

第
六
条  

広
域
連
合
長
が
不
在
の
と
き
は
、
副
広
域
連
合
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。 

２ 

広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
事
務
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。 

３ 

事
務
局
長
が
専
決
権
限
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
務
局
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。 

４ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
代
決
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
後
閲
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
易
な
も
の
又
は
あ
ら
か
じ 

め
上
司
の
指
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
代
決
の
制
限
等
） 



第
七
条  

重
要
又
は
異
例
と
認
め
ら
れ
る
事
項
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
を
要 

す
る
も
の
で
上
司
の
承
認
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
程
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 
則
（
平
成
十
九
年
規
程
第
四
号
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
九
年
規
程
第
六
号
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
年
規
程
第
三
号
） 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



別
表
（
第
四
条
関
係
） 

各
課
共
通
（
た

だ
し
、
各
課
専

決
事
項
に
お
い

て
別
に
定
め
る

場
合
を
除
く
。
） 

課
名 

一
般
事
務 

事
務
の
種
類 

広
報
広
聴 

国
・
県
支
出
金
等
の
申

請
及
び
精
算 

届
出
書
の
受
理 

原
簿
及
び
台
帳
の
作
成

等 告
示
、
公
示
、
送
達 

調
査
、
報
告
、
照
会
、

回
答
、
進
達 

総
合
調
整 

事
務
分
掌 

専
決
事
項 

一 

広
報
活
動
の
実
施
の
決
定 

二 

広
報
の
取
材
及
び
編
集
発
行 

国
・
県
支
出
金
等
の
申
請
及
び
精
算 

  

軽
易
な
も
の 

重
要
な
先
例
と
な
る
べ
き
も
の
及

び
処
理
の
結
果
、
将
来
に
影
響
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

所
管
に
属
す
る
運
営
の
総
合
調
整 

事
務
局
の
事
務
分
掌
及
び
所
掌
事

務
の
調
整 

事
務
局
長 

  

届
出
書
、
申
請
書
及
び
請
願
書
等
の

受
理 

原
簿
、
台
帳
等
の
作
成
、
訂
正
及
び

記
載
の
確
認 

 上
記
以
外
の
も
の 

  

課
長 

専
決
者 



 

財
務
関
係
事
務 

人
事
・
庶
務
事
務 

 

調
定
及
び
収
入
命
令 

事
務
引
継
ぎ 

病
気
休
暇
、
特
別
休
暇

及
び
介
護
休
暇
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

の
請
求
に
対
す
る
承
認 

週
休
日
の
振
替
、
休
日

の
代
休
日
の
指
定
、
勤

務
時
間
の
割
振
り
及
び

年
次
有
給
休
暇
の
承
認 

個
人
情
報
保
護 

情
報
公
開 

 

職
員
の
事
務
引
継
ぎ 

事
務
局
長
及
び
課
長 

事
務
局
長
及
び
課
長 

個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
の
た
め

の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定 

公
益
上
の
理
由
に
よ
る
行
政
文
書

の
開
示
決
定 

調
定
及
び
収
入
命
令 

 

主
幹
、
主
査
及
び
主
事 

主
幹
、
主
査
及
び
主
事 

一 

上
記
を
除
く
、
保
有
個
人
情
報

の
全
部
又
は
一
部
開
示
決
定
及

び
不
開
示
決
定 

二 

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
決
定

等 
 

三 

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止

決
定
等 

上
記
を
除
く
、
行
政
文
書
の
全
部
開

示
又
は
一
部
開
示
決
定
及
び
不
開

示
決
定 



総
務
課 

 

総
務
関
係
事
務 

 

文
書
事
務 

入
札 

契
約 

支
出
負
担
行
為 

返
納
命
令
及
び
収
入
支

出
の
更
正 

過
誤
納
金
の
還
付 

  

一 

設
定
額
が
五
〇
〇
万
円
未
満

の
工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約 

二 

予
定
価
格
が
五
〇
〇
万
円
未

満
の
物
品
の
購
入
又
は
補
修
の

契
約 

三 

総
額
五
〇
〇
万
円
未
満
の
単

価
契
約
又
は
物
品
の
購
入
契
約 

一
件
の
金
額
が
五
〇
〇
万
円
未
満

の
支
出
負
担
行
為 

  

文
書
の
取
扱
区
分
の
決
定
並
び
に

文
書
の
収
受
及
び
発
送 

入
札
（
見
積
を
含
む
。
）
の
執
行
及

び
落
札
者
（
契
約
の
相
手
方
を
含

む
。
）
の
決
定 

一 

設
定
額
が
一
〇
〇
万
円
未
満

の
工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約 

二 

予
定
価
格
が
一
〇
〇
万
円
未

満
の
物
品
の
購
入
又
は
補
修
の

契
約 

三 

総
額
一
〇
〇
万
円
未
満
の
単

価
契
約
又
は
物
品
の
購
入
契
約 

一
件
の
金
額
が
一
〇
〇
万
円
未
満

の
支
出
負
担
行
為
（
た
だ
し
、
報
償

費
、
交
際
費
及
び
需
要
費
の
う
ち
食

糧
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
を
除

く
。
） 

返
納
命
令
及
び
収
入
支
出
の
更
正 

過
誤
納
金
の
還
付 



 

人
事
関
係
事
務 

 

職
務
に
専
念
す
る
義
務 

共
済
組
合 

給
与 

資
金
前
渡
、
概
算
払
及

び
前
払
金 

旅
行
命
令 

時
間
外
勤
務
命
令
及
び

休
日
勤
務
命
令 

例
規 

公
印
管
理 

職
員 

   

一 

事
務
局
長
及
び
課
長
の
県
外

旅
行
命
令
及
び
県
内
旅
行
命
令 

二 

各
種
委
員
の
県
外
旅
行
命
令

及
び
県
内
旅
行
命
令 

   

 

職
員
の
共
済
組
合
員
資
格
の
取
得
、

喪
失
そ
の
他
の
届
出
及
び
各
種
給

付
金
の
請
求 

一 

扶
養
、
通
勤
、
寒
冷
地
、
住
居
、

児
童
等
各
種
手
当
の
支
給
に
係

る
事
務 

二 

算
定
基
礎
の
明
ら
か
な
給
与

額
の
決
定 

資
金
前
渡
、
概
算
払
及
び
前
払
金
の

精
算
に
係
る
確
認 

主
幹
、
主
査
及
び
主
事
の
県
外
旅
行

命
令
及
び
県
内
旅
行
命
令 

職
員 

例
規
集
の
編
さ
ん 

公
印
の
登
録
、
廃
止
及
び
保
管 



業
務
課 

 

後
期
高
齢
者
医
療
事
務 

財
政
関
係
事
務 

 

資
格
管
理
及
び
給
付
等 

基
金 

予
算 

公
金
振
替
命
令 

支
出
命
令 

健
康
診
断 

の
免
除 

一 

事
業
計
画
及
び
運
営
方
針
の

決
定 

二 

療
養
の
給
付
を
受
け
る
場
合

の
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び
猶

予 

基
金
の
増
減
及
び
運
用
の
決
定 

一 

目
節
の
流
用 

二 

予
備
費
の
充
用
で
一
〇
〇
万

円
未
満
の
も
の 

  

採
用
時
及
び
定
期
的
な
職
員
に
対

す
る
健
康
診
断 

 

一 

被
保
険
者
の
資
格
得
喪
の
決

定 

二 

被
保
険
者
の
障
害
の
認
定 

三 

負
担
区
分
の
判
定 

四 

被
保
険
者
証(

被
保
険
者
資
格

証
明
書
を
含
む
。)

の
交
付 

五 

診
療
報
酬
請
求
の
審
査
及
び

過
誤
の
調
整 

六 

療
養
の
給
付
の
決
定 

七 

入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時 

 

細
節
の
流
用 

公
金
振
替
命
令 

す
べ
て
の
支
出
命
令 

 

 



 
 

 
 

生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養

費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、

特
別
療
養
費
及
び
移
送
費
の
支

給
の
決
定 

八 

高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護

合
算
療
養
費
の
支
給
の
決
定 

九 

葬
祭
費
の
支
給
の
決
定 

十 

資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険

給
付
の
全
額
又
は
一
部
の
支
払

の
差
止
め
の
決
定
及
び
差
止
給

付
額
か
ら
の
滞
納
保
険
税
額
の

控
除
の
決
定 

十
一 

入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院

時
生
活
療
養
費
に
係
る
標
準
負

担
額
の
認
定
及
び
認
定
証
の
交

付 

十
二 

特
定
疾
病
の
認
定
及
び
療

養
受
療
証
の
交
付 

十
三 

第
三
者
行
為
に
対
す
る
請

求 

十
四 

不
正
、
不
当
利
得
の
徴
収 



 
 

 

保
険
料
の
賦
課
等 

 

一 

賦
課
決
定
及
び
更
正 

二 

公
示
送
達 

三 

保
険
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶

予
（
典
型
的
な
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

十
五 

健
康
診
査
の
実
施 


